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上下水道ビジョンとは

川崎市上下水道局では、これまで本市の水道事業、工業用水道事業及び下水道事業（以下「上下水道事業」という。）が進むべき道を明らかにするため、平成29

（2017）年度から令和7（2025）年度を対象期間とする「川崎市上下水道ビジョン（以下「上下水道ビジョン」という。）」及び、その実現に向けた実施計画である「川崎

市上下水道事業中期計画」を策定し、これに基づき着実に事業を推進してきました。

平成２９（2017）年度からの上下水道ビジョンは策定から約10年が経過し、経年による上下水道施設の老朽化の進行や物価高騰による事業費の増加、今後見込ま

れる人口減少局面への転換、技術職員の採用難に伴う人材不足など、事業を取り巻く環境はさらに厳しくなっていくことが想定されます。こうした状況においても、上

下水道局は、ライフライン事業者として、市民や事業者が安心して暮らし、事業活動を行えるようにする責務があることから、将来にわたり本市上下水道事業を安定的・

持続的につないでいくため、令和８（2026）年度からの事業の方向性を示す「新たな上下水道ビジョン」を策定するものです。

上下水道ビジョン（2026～2037）は、30年から50年程度先の将来を見据えて

「基本理念」と「目指す将来像」を設定し、それを実現するために「12年間の方向性」を示

すものであり、市全体の計画である「川崎市総合計画」と連携するほか、総務省から公営

企業に対して策定が要請されている「経営戦略」等に位置づけます。

計画期間は、市全体の計画である「川崎市総合計画」と整合を図り、令和８（2026）年度から令和19（2037）年度までの12年間とします。
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策定趣旨

位置づけ

計画期間

1

2

3

上下水道ビジョンR8(2026)～R19(2037)

中期計画R8(2026)～R11(2029)

川崎市総合計画

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19R9R8

中期計画R12(2030)～R15(2033) 中期計画R16(2034)～R19(2037)

【総務省】
経営戦略の策定要請

川崎市総合計画 川崎市上下水道ビジョン

川崎市上下水道事業
中期計画

経営戦略

上下水道ビジョンR8(2026)～R19(2037)

中期計画R8(2026)～R11(2029)

川崎市総合計画

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19R9R8

中期計画R12(2030)～R15(2033) 中期計画R16(2034)～R19(2037)

【総務省】
経営戦略の策定要請

川崎市総合計画 川崎市上下水道ビジョン

川崎市上下水道事業
中期計画

経営戦略
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戸手浄水場（大正10年当時） 長沢浄水場（昭和29年当時）

上下水道のあゆみ

本市の水道事業は、積極的な工場誘致の推進により水道布設計画が

進み、大正10（1921）年に多摩川から取水した水を、戸手浄水場で処

理し、給水を開始しました。その後、本市の市域拡大による人口増加と

工場増設による使用水量の伸びに対応するため、昭和13（1938）年

に宮内より上流の稲田水源地を整備し、生田浄水場が完成しました。産

業活動の進展などにより、さらに水需要が増大し、多摩川水系に加え、

相模川水系を水源とする数次の拡張事業を行い、昭和29（1954）年

に長沢浄水場、昭和45（1970）年には潮見台浄水場が完成しました。

また、引き続く高度経済成長と人口増加による更なる水需要の増大に

対応するため、昭和44（1969）年に神奈川県内広域水道企業団の設

立に参加し、酒匂川水系の水源を確保、更に宮ケ瀬ダムの完成などに

より、平成18（2006）年には、1日98万9,900㎥の給水能力を保有

するに至りました。その後は、大口使用における産業構造の変化や家事

用等における節水機器の普及などにより、水需要は横ばいで推移し、

給水能力と配水量がかい離していた背景を踏まえ、浄水場の統廃合な

どの取組を進め、平成24（2012）年に潮見台浄水場を廃止、平成28

（2016）年には新しい長沢浄水場が完成し、生田浄水場を廃止するこ

とにより、給水能力を1日75万8,200㎥へ縮小しました。

このように事業を取り巻く環境の変化に柔軟に対応しながら、令和3

（2021）年7月には給水開始100周年を迎えることができました。こ

れまで築き上げてきた川崎の水道を次世代へ確実に引き継いでいくた

め、ハード・ソフトの両面から防災・減災対策を進めるなど、安心して使

用することができる水道水を安定的に供給できるよう、さまざまな取

組を進めています。
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川崎市水道事業の再構築計画（平成18年から平成2８年）について

給水能力と配水量のかい離、施設の耐震化と老朽化といった複数の課題を解決するため、全国

の水道事業体に先駆け浄水場の統廃合及びダウンサイジングによる更新を目的とした「川崎市水道

事業の再構築計画」を平成18

（2006）年8月に策定しました。

この結果、給水能力は、自己

浄水場である長沢浄水場の１

日25万2,600㎥に、企業団

受水量の１日50万5,600㎥

を加えた、１日75万8,200㎥

となりました。

神奈川県、横浜市、横須賀市及び川崎市は、昭和50年代の増大する水需要に対処するため、新たな水

源として酒匂川を開発することとしました。水道用水の広域的有効利用を図り、重複投資を避け、施設の

効率的配置と管理並びに国の補助金の導入を図ることを目的として、昭和44（1969）年に神奈川県内

広域水道企業団を設立しました。その後、国が建設した相模川水系宮ヶ瀬ダムを水源に追加し、酒匂川水

系と相模川水系の水源と施設を一体運用することで安定的な水道用水の供給が可能となっています。

企業団では、施設の老朽化対策や耐震化のほか、浸水・停電等への災害対策に取り組むなど施設の強

靱化を推進しており、また、常に安全でかつ清浄な水道用水を供給するため適正な水質管理を実施して

います。

本市の水道事業は、再構築事業により市内3か所の浄水場を長沢浄水場へ集約しており、企業団から

の受水は本市の配っている水道水の約半分を占めています。

今後も、企業団と連携して、安全で良質な水を安定的に供給していきます。

再構築計画による浄水場統廃合

　企業団は、良質で安全な水道水を作り、構成団体（神奈川県、横浜市、横

須賀市、川崎市）に卸売りする水道用水供給事業を運営しています。

コラム

神奈川県内広域水道企業団（企業団）とは

再構築実施後の長沢浄水場
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平間浄水場（昭和１２年当時） 平間ポンプ設備（昭和１２年当時）

本市の工業用水道事業は、製造業などで使用するための

工業用水の需要が増大したことから、木月・北加瀬・鹿島田

地区にさく井群及び平間浄水場を設置し、昭和12（1937）

年に全国初の公営工業用水道事業として給水を開始しまし

た。その後、産業経済の進展などによる水需要の増大に対

処するため、数次の拡張事業を行い、昭和29（1954）年

に相模川水系を水源とする長沢浄水場が完成し、昭和39

（1964）年には稲田取水所で取水した多摩川表流水と菅地

区の地下水を水源とする生田浄水場を増設、さらに、昭和

40（1965）年には長沢浄水場及び平間浄水場の増設を行

いました。しかしながら、昭和48（1973）年の石油危機以

後、産業構造の変化、省資源対策としての回収水の再利用

推進などの影響から、水需要は大きく減少し、その後は横ば

いの状況が続きました。

こうした動向を背景に、平成18（2006）年に「川崎市工

業用水道事業の再構築計画」を策定し、平成22（2010）年

4月に給水能力を1日56万㎥から52万㎥へと削減しまし

た。また、生田浄水場、平間配水所などの重要施設の更新や

調整池の整備、老朽化した施設及び管路の更新・耐震化を

進め、安定供給に努めるとともに、災害時にも強い工業用

水道システムの構築を図っていましたが、鉄鋼など臨海部

を支えてきた基幹産業の国内需要の減少により、更なる水

需要の減少が生じたことなどから、最適な施設規模等の確

保に向けて事業を進めています。

工業用水道事業2
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昭和初期の下水管きょの整備 建設当時の入江崎水処理センター

本市の下水道事業は、大正15（1926）年に計画調査に

着手し、昭和6（1931）年から川崎駅を中心とした旧市街

地の浸水対策として始まりました。その後、高度経済成長の

初期である昭和30年代になると、飛躍的な産業規模の拡

大とともに、宅地開発等により人口が増加し、生活環境の悪

化や公共用水域の水質汚濁などが社会問題となったことを

背景に、昭和33（1958）年には「生活環境の改善」と「浸水

防除」の2つを柱とした下水道法が制定されました。これを

契機に昭和36（1961）年には、神奈川県下初の本格的な

下水処理場となる入江崎水処理センターでの下水処理が始

まり、昭和40年代後半から加瀬、等々力、麻生水処理セン

ターを順次稼働させ、下水道の普及促進を積極的に推進し

てきました。

昭和４５（1970）年には、川や海の汚染が著しくなった

ことを踏まえ、下水道法が改正され、「公共用水域の水質保

全」が目的に加わりました。本市においても、合流式下水道

における雨天時放流水の水質を改善するための貯留施設の

整備、東京湾の水質改善のための水処理センターの高度処

理化など、下水道による川や海の水質改善に取り組んでき

ました。

現在の下水道には、時代とともに多様化するさまざまな

課題の解決に向けた役割が求められており、災害発生時に

おける確実な汚水処理・雨水排除、下水道資源の有効利用、

地球温暖化対策などの取組に加え、臨海部の大規模土地利

用転換へも柔軟に対応していく必要があります。

下水道事業3
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下水道処理人口普及率：99.6％(令和7年3月末)

下水道処理人口普及率と河川水質の推移


